
 
 

創価大学大学院法務研究科・法学部間の法曹養成連携協定書 

 

 創価大学大学院法務研究科（以下、「甲」という。）と創価大学法学部（以下、「乙」とい

う。）は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（以下「法」

という。）第 6条の規定に基づく法曹養成連携協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的）  

第1条 本協定は、創価大学の建学の精神に基づき、甲と乙の教育理念に掲げる「人間

力・国際力・法律力」を兼ね備えた有為な法曹を養成するために、甲と乙との間

において教育の連携を行うことを目的とする。 

 

（法曹養成連携協定の対象） 

第2条 本協定において、法第 6条第 2項第 1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹

基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。 

一 連携法科大学院 創価大学大学院学則第 5条に規定する甲の法務専攻 

二 連携法曹基礎課程 創価大学履修規程第 18 条に規定する乙の「グローバル・ロイヤー

ズ・プログラム」（Global Lawyers Program, 以下「本プログラム」という。） 

 

（本プログラムの教育課程） 

第3条 乙は、本プログラムの教育課程を別紙第 1のとおり定める。 

 

（本プログラムの成績評価） 

第 4条  乙は、本プログラムの成績評価基準を別紙第 2のとおり定め、当該基準に従い成績

評価を行うものとする。 

 

（法曹コースの早期卒業の基準等） 

第 5条    乙は、本プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第 3

のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。 

 2   乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする本プログラムの学生が当該認定を受

けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。 

  一 本プログラムは、乙所属の教員 5名が担当して指導に当たり、各学年の学生に対し

当該 5名の教員の中から 2名を GLP チュートリアル担当者として配置する。 

  二 前号の担当教員を補佐し、学修その他の修学に関する助言を行うチューターとし

て、実務経験のある非常勤講師を数名配置する 。 

  三 前二号に関して、学生の学修状況と満足度を把握するため、本プログラムの担当教

員が適宜学生と面談し、年 4回以上本プログラム担当教員・チューター協議会を開

いて意見交換を行い、必要に応じて学修支援体制の整備を検討する。 



 
 

（甲の乙に対する協力等） 

第 6条 甲は、本プログラムにおいて、甲における教育との円滑な接続に配慮した教育が十

分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。 

一  甲の学生の学修に配慮しつつ、本プログラムの学生に対し、甲の開設科目を履修す

る機会を積極的に提供すること 

二  乙の求めに応じ、本プログラムにおいて開設される科目の一部の実施に当り、甲の

教員を派遣すること 

三  乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと 

2   甲及び乙は、甲における教育と本プログラムにおける教育との円滑な接続を図るた

めの方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、「創価大学法科大学院・法

学部法曹養成連携協議会」（以下、「連携協議会」という。）を設置するものとする。 

3   甲及び乙は、協議により、連携協議会の運営に関する事項を定める。 

 

（入学者選抜の方法） 

第 7条 甲は、本プログラムを修了して甲に入学しようとする者を対象として、以下の入学 

者選抜を実施する。 

一 5年一貫型選抜 

 論文式試験を課さず、本プログラムの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜 

二 開放型選抜 

 論文式試験を課し、本プログラムの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う

入学者選抜 

2  前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項

は別紙第 4のとおりとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 8条 甲と乙は、連携協力に伴い知りえた個人情報について、第三者に開示・漏洩しない

ものとする。また、本協定の目的以外に、互いに提供された種々の情報を利用しな

いものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第 9条 協定の有効期間は、令和 2年 4月 1日から 4年間とする。ただし、協定の有効期間

満了の 1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知し

ない場合には、学長の許可を得た上で、有効期間を更に 2年間延長して更新するこ

ととし、以後も同様とする。 

2   甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。 

 

（協定に違反した場合の措置） 

第 10条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者



 
 

に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。 

2   甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に 

   応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただ 

し、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、こ 

の限りではない。 

 

（本協定が終了する場合の特則） 

第 11条 第 9条又は前条第 2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙   

    が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協

定の廃止を通告した時点において現に本プログラムに在籍し、又は在籍する予定で

ある学生が、本プログラムを修了するときに、終了するものとする。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 12条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要

なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、連携協議会において協議

し、学長の許可を得た上で決定する。 

 

 

 本協定を証するため、本書 2通を作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各 1通を保

有する。 

 

 

 

令和 1年 12 月 20 日 

 

 

 

甲 創価大学法科大学院法務研究科 

   

法務研究科長   加賀 譲治     

 

 

 

乙 創価大学法学部 

 

法学部長     須藤 悦安     



＜別紙１＞乙の本プログラムの教育課程 

乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次の

ように本プログラムの教育課程を編成する。 

法律を学ぶための基礎力を養う演習科目を１・２年次に配置し、分析力、論理力、法的思考力および

表現力を高める。法律基本科目の講義によって法律主要７科目の基本的知識と体系的な理解を修得す

るとともに、２年次以降には法理論と実務の架橋として主要法律の法務演習を配置し、法を使う能力

を養成する。さらに、プログラムを通じて配当される GLP チュートリアルでは、学びの進捗状況、早期

卒業希望者に対する勉学の習熟度等に関する個人指導を通じて、自己管理能力、強靭な精神力等の法

曹になるための資質を養う。 

 

【期間】本プログラムは、原則として 1年次春学期から開始し、3年間の早期卒業を可能とする。 

【選考試験】本プログラム科目を履修することができる資格は、1年次及び 2年次の春学期開始前に行

われる選考試験によって判断される。2年次春学期から履修資格を得た者は、1年次に配当された本プ

ログラムの必修科目を２年次以降で履修することができる。本プログラムの科目を履修できる学生の

選考については、「創価大学法学部グローバル・ロイヤーズ・プログラム生の選考に関する規程」に従

う。 

【卒業要件・プログラム修了要件】乙の卒業要件単位数は 124 単位であり、本プログラムの修了要件

は、必修科目 60単位の修得、選択必修科目の中から 20単位以上の修得および通算 GPA2.7 以上とする。

したがって、卒業要件単位数 124 単位（本プログラム修了要件単位数 80単位）となる。なお、法学部

の必修科目は、「法学」および「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅲ」である。 

【進路変更】本プログラムの履修を開始した学生は、途中で離脱することができる。この場合におい

て、従前に修得した単位は卒業単位に換算される。 

【2019 年度入学生】2019 年 4 月入学の本プログラム生に対しては、2020 年度カリキュラムを適用す

る。但し、科目によっては読み替えをして適用することができる。 

【早期卒業希望者に対する学修指導】GLP チュートリアルⅠ～Ⅵで、早期卒業希望者に対する指導を行

う。 

 

学
年 

学
期 

必修科目 選択必修科目 選択科目 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 

１
年 

春
学
期 

憲法総論・統治機構論 4 GLP English A 1   

  GLP チュートリアルⅠ 1   

計 4     

秋
学
期 

民法総則 4 GLP ゼミⅠ 2 GLPインターンシップA 2 

刑法総論 4 GLP English B 1   

  GLP チュートリアルⅡ 1   

計 8     

２
年 

春
学
期 

憲法人権論Ⅰ（アドバンスト） 2 刑法法務演習Ⅰ 2 GLPインターンシップB 2 

物権法（アドバンスト） 2 

 

   

担保物権法（アドバンスト） 2     

刑法各論Ⅰ（アドバンスト） 2     

GLP ゼミⅡ 2     



GLP チュートリアルⅢ 1     

計 11 

 

   

秋
学
期 

憲法人権論Ⅱ（アドバンスト） 2 刑法法務演習Ⅱ 2   

債権総論Ⅰ（アドバンスト） 2 民法法務演習Ⅰ 2   

債権総論Ⅱ（アドバンスト） 2     

刑法各論Ⅱ（アドバンスト） 2     

GLP チュートリアルⅣ 1     

親族・相続法 4     

商法 2     

計 15     

３
年 

春
学
期 

契約法（アドバンスト） 2 民法法務演習Ⅱ 2 労働法 4 

法定債権（アドバンスト） 2 憲法法務演習Ⅰ 2 知的財産法 4 

会社法（アドバンスト） 4 GLP チュートリアルⅦ 1 環境法 4 

行政法総論（アドバンスト） 2     

GLP チュートリアルⅤ 1     

計 11     

秋
学
期 

民事訴訟法 4 憲法法務演習Ⅱ 2 民事救済法 4 

刑事訴訟法 4 会社法法務演習 2 有価証券法 2 

行政救済法（アドバンスト） 2 民事訴訟法法務演習 2   

GLP チュートリアルⅥ 1 刑事訴訟法法務演習 2   

計 11 行政法法務演習 2   

  GLP チュートリアルⅧ 1   

合計  60  28  22 

 

① 別紙にて、次の学内規程を提出します。 

「創価大学大学院法務研究科・法学部間の法曹養成連携に関する規程」 

「創価大学大学院法務研究科・法学部法曹養成連携協議会に関する細則」 

「創価大学法学部グローバル・ロイヤーズ・プログラム生の選考に関する規程」 

② 別紙にて、各科目のシラバスを提出します。 

③ 附属資料様式２にて、本プログラムの必修科目の学修内容と甲の未修 1年次の学修内容の対応関係

を示します。 

 

 



＜別紙２＞乙の本プログラムにおける成績評価の基準 

 

評価 
成績通知書

の表示 

単位認定 

の可否 
評語の意味 

グレード 

ポイント

（GP） 

評価の割合 

１００-９５ Ａ＋ 

合格 

特に優れている ４．０ ５％以内 

９４-９０ Ａ 
優れている 

４．０ Ａ＋と併せて

２５％程度 
８９−８５ Ａ− ３．７ 

８４-８０ Ｂ＋ 

良好 

３．３ 

絶対評価 

７９-７５ Ｂ ３．０ 

７４−７０ Ｂ− ２．７ 

６９−６５ Ｃ＋ 科目の要求を一応

満たしている 

２．３ 

６４-６０ Ｃ ２．０ 

５９−５５ Ｄ＋ 望ましい水準には

不十分だが不合格

ではない 

１．７ 

５４−５０ Ｄ １．３ 

４９−４５ Ｅ＋ 

不合格 

合格水準に近いが

満たしていない 
１．０ 

４４−０ Ｅ 
合格の水準を満た

さない 
０ 

出席日数、試

験、レポート、

授業中の小テ

スト等を総合

したうえで、評

価に必要な要

件を欠いてい

る 

Ｎ 
評価不能 

 
０ 

※「評価の割合」は目安であり、Ａ+、Ａ、Ａ-についても絶対評価を原則とする。 

※ＧＰＡは、各履修科目の成績評点（ＧＰ）に、その科目の単位数を掛けた数値の合計を、

履修科目の総単位数で除して算出する。 



＜別紙３＞乙の本プログラムに在籍する学生を対象とする早期卒業制度 

 

【履修上限単位数】 

本プログラムの学生は年間の履修上限単位数（キャップ）を 40 単位（１学期あたり 20 単

位）とし、この上限を超えて科目の履修をすることを認めない。ただし、当該学期のＧＰＡ

が 3.50 以上の成績優秀者は、翌学期の履修上限単位数を 24単位とする。 

 

【早期卒業の要件】 

本プログラムの学生が早期卒業するためには、第４学期終了時点で、通算ＧＰＡ3.90 と

修得単位数 86単位を満たし、かつ、卒業判定時である第６学期終了時に、通算ＧＰＡ3.90

を満たしたうえで、本プログラムの必修単位 60 単位および選択必修単位 20 単位以上の修

了要件を含む卒業基準単位数 124 単位を修得していることが必要となる。 



＜別紙４＞乙の本プログラムを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象と

する入学者選抜の方法 

 
1. 5 年一貫型教育選抜 

 ① 選抜趣旨 

 5 年一貫型教育選抜では、法律科目試験を課さず、書類審査及び面接審査によって、合否

判定を行う。 

書類審査では、本プログラムの成績、自己推薦書、その他任意に提出された能力等を証明

する資料（学位取得、語学試験や各種資格試験の結果、その他志願者の能力を適確に判断す

るために参考となる資料）を審査する。 

面接審査では、甲への進学を希望する意欲や動機・学業に取り組む姿勢等を審査する人物

審査と、時事問題等を題材に論理的思考力・思考の柔軟性・コミュニケーション能力等を審

査する能力審査を行う。 

上記の書類審査と面接審査の結果を総合的に評価し、甲の既修者コースに対応できる意

欲や能力の有無を審査して合否の判定を行う。 

② 出願資格 

 5 年一貫型教育選抜の出願資格は、入学試験受験年度 3 月末日までに乙を卒業し、かつ本

プログラムを修了する見込みの者であって、出願時の成績・GPA が 3.8 以上の者。 

③ 募集人員 

 5 年一貫型教育選抜の募集人員は 8 名とする。 

④ 実施年度 

 5 年一貫型教育選抜は、2022 年度入学者選抜試験から実施する。 

 
2. 開放型選抜 

① 選抜趣旨 

 開放型選抜では、書類審査、面接審査、法律科目試験によって、合否判定を行う。 

 書類審査では本プログラムの成績、自己推薦書、その他任意に提出された能力等を証明す

る資料（学位取得、語学試験や各種資格試験の結果、その他志願者の能力を適確に判断する

ために参考となる資料）を審査する。開放型選抜においては、書類審査中、とくに学部およ

び本プログラムの成績を重視する。 

面接審査では、甲への進学を希望する意欲や動機・学業に取り組む姿勢等を審査する人物

審査と、時事問題等を題材に論理的思考力・思考の柔軟性・コミュニケーション能力等を審

査する能力審査を行う。 



 法律科目試験は、甲の 1 年次配当の法律基本科目（憲法・行政法・民法・商法〔会社法〕・

民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法）について、論文式試験を実施し、基本的法的知識及び体系

的理解の修得の有無・程度を審査する。 

上記の書類審査、面接審査、法律科目試験の結果を総合的に評価し、甲の既修者コースに

対応できる意欲と能力の有無を審査して合否の判定を行う。とくに、5 年一貫型教育選抜の

対象者と同水準の学力が備わっているかを、法律科目試験及び学部及び本プログラムの成

績の両面から厳格に審査する。 

② 出願資格 

 開放型選抜の出願資格は、入学試験受験年度 3 月末日までに乙を卒業し、かつ本プログ

ラムを修了する見込みの者とする。なお、開放型選抜には、他大学法学部を卒業し、かつそ

の「法曹コース」を修了する見込みの者も対象とする。 

③ 募集人員 

 開放型選抜の募集人員は 5 名とする。 

④ 実施年度 

 開放型選抜は、2022 年度入学者選抜試験から実施する。 


